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第七管区内の海域で、水上オートバイの後席から同乗者が転落し、ジェット噴流を

下腹部に受け、負傷（直腸損傷）をする事故が発生しています。負傷された方は、ウ

ェットスーツではなく、通常の水着で水上オートバイに乗船していました。

通常の水着では、ジェット噴流等により内臓等を損傷するおそれがあります。乗船する際

は、落水時における衝撃やジェット噴流等によるケガなどに備えて、厚手素材のウェット

スーツやドライスーツを着用しましょう。

適切な装備を
身につけましょう

急発進
急加速
急旋回をしない

同乗者が転落する
と大怪我に繋がり
ます

お酒を飲んだら
正常な操縦が
出来ません

• ウェットスーツ
• ライフジャケット
• ゴーグル
• グローブ
• マリンブーツ

飲酒運転を
しない

遊泳者の他、
サーフィン等の

水面利用者に

危険を及ぼす
恐れのある操縦
をしない

事故事例紹介


